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緊急事態宣言解除後の教育活動について 

 

 錦秋の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 １０月１日から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言が解除され

ました。しかしながら、緊急事態宣言解除であっても、新型コロナウイルスの感染が終息

したわけではありません。今後とも、感染拡大を防止するこれまでの対策を講じながらの

学校教育活動を継続して参ります。 

 「杉並区立学校感染対策と学校運営に関するガイドライン（新型コロナウイルス感染症）」

に示された学校の諸活動の指針を元に、下記の対策を継続し、学校における感染防止のた

め学校内の換気や非密集化、近距離の会話や発声を回避する対策とともに、手洗いの励行

及び消毒を実施していきます。各ご家庭におかれましても、感染防止対策の継続をお願い

するとともに、生徒の心身の不調にも充分にご配慮いただくことを、改めてお願いいたし

ます。日々の体温チェックと健康観察や手洗い用のタオルやハンカチ等の持参、授業を始

めとする学校の諸活動のおけるマスクの着用は継続していきますので、ご協力お願いいた

します。 

 ４月以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び教育活動実施への保護者の皆様のご

協力に心より感謝申し上げます。今後も、感染拡大への懸念がなくなるとはいえないこと

も想定されています。各ご家庭におかれましても、今後とも感染防止に向けた様々な取組

を踏まえ、ご家族の皆様の健康に留意されますことをお願いいたします。 

 

記 

 

（１）基本的な感染症予防策の徹底について 

○今後とも毎朝の検温を行うとともに健康記録表に記入して登校時に提出してくださ

い。 

○３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用）の励行を指導します。 

○校内の消毒作業は継続して行います。 

○授業及び学校での活動終了後は速やかに帰宅するよう指導します。 

○飛沫感染防止の更なる徹底を図るため、できるだけ不織布マスクの着用をお願いし

ます。 

 

（２）学習活動等について 

○感染症対策を講じながら学習活動を実施していきます。 

○部活動は必要な感染防止対策を講じながら実施します。また、外部での活動等にお

いても感染防止対策に準じた対応をお願いします。 

 



（３）学校行事・公開等について 

  ○保護者会、学校公開等は実施していきます。来校される際の感染防止対策と体調管

理には十分にお気をつけください。 

  ◍ 学芸発表会；１０月２０日（水）に、杉並公会堂において実施をいたします。生徒

はご家庭で早めの昼食をとり昨年同様に午後１２：１５より開会する予定です。 

  ◍ 修学旅行；１０月２６日（火）より２泊３日で実施いたします。 

  ◍ 三者面談；３年生＝１１月１日（月）～８日（月）の間で実施いたします。 

◍ 校外学習；１年生＝１１月２日（火）に実施いたします。 

         ２年生＝１１月５日（金）に実施いたします。 

 

（４）学校給食について 

○生徒が対面する喫食形態を避け、会話を控えさせます。マスクは喫食直前に外し、

清潔なビニールや布袋等に保管し、食後はすぐに装着させます。喫食中の会話は避

け、特にマスクを外している際の会話は厳に慎むよう指導を徹底します。 

 

（５）その他 

◎家庭における感染対策へのお願い 

○引き続き家庭での感染症予防対策をお願いいたします。 

ア 「３密」の回避、正しい手洗い、咳エチケット及び、検温等の健康観察を徹底して

ください。 

イ 本人及び家族に何らかの症状が見られる場合は、検査等の対応を含め、先ずは早め

に生徒には無理させずに休養させてください。（新型コロナウイルス感染及び感染防

止の観点から欠席の扱いは行いません） 

ウ 万が一、生徒が感染者や濃厚接触者となった場合は、遅滞なく学校へ連絡を入れて

ください。 

エ 十分な換気をしてください。 

オ 手が触れる場所などの消毒を行ってください。 

カ タオルなどを共用しないでください。 

キ 都外、都内への不要不急の外出はできるだけ控えてください。 

ク 買い物などで外出する場合でも、人数や時間は最小限としてください。 

ケ 体調が悪い方や重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方は、会食を極力控え

てください。 

コ 同居している家族についても会食などへの参加を控え、外出先からの帰宅時には、

手洗いや消毒などを徹底してください。 

○生徒並びに同居する家族の方が濃厚接触者と判定を受けた場合、また、ＰＣＲ検査を受け

た場合には速やかに学校までお知らせください。 

〇生徒がワクチン接種を行う際には学校までお知らせください。（遅刻、早退、欠席の扱いは

行いません） 


